
70歳到達時（厚生年金資格喪失時）に年金額改定

老齢厚生年金

老齢基礎年金

65歳　　　  66歳　　　  67歳　　  　68歳　 　 　69歳　　　70歳

働き続けている（＝厚生年金保険料を納めている）が、
その間は年金額には反映されない。

資格喪失時の改定による年金増額分

（70歳まで継続就労のケース）

　令和2年6月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されまし
た。この法律に基づく、年金制度の主な改正内容をお知らせします。

 在職中の年金受給の在り方の見直し在職中の年金受給の在り方の見直し １
（1） 在職老齢年金制度の見直し

65歳前から支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない
範囲を拡大し、支給停止の基準額（賃金と年金の合計額）を、現行の「28万円」から「47万円」に引き上げます。

（2） 在職定時改定の導入
 在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年1回、10月分から改定します。

令和4年4月以降の年金制度の
主な改正について

　厚生年金の被保険者が賃金と年金の合計額が下記の支給停止の基準額を超える場合に、年金の一部また
は全部の支給が停止されます。

令和4年3月31日まで
65歳未満 65歳以上

支給停止の基準額 28万円 支給停止の基準額 47万円
⬇

令和4年4月1日から
65歳未満 65歳以上

支給停止の基準額 47万円
※支給停止の基準額は法令に基づき改定される場合があります。

※支給停止額の計算方法の詳細については、令和3年12月号の『共済だより』をご覧ください。

年金

支給停止
の基準額

全額支給

賃金

年金

賃金

一部支給停止

●在職老齢年金制度のしくみ

●現行のイメージ

共済だより
2022.1.January No.648

8



※年金の繰上げ請求と繰下げ請求の詳細については、令和3年3月号の『共済だより』をご覧ください。

※上記は国民年金・厚生年金の増（減）額率です。退職等年金給付は異なります。

在職定時改定による年金増額分

在職中
毎年1回
の改定

老齢厚生年金

老齢基礎年金

65歳　　　  66歳　　　  67歳　　　  68歳　　　  69歳　　  　70歳

（70歳まで継続就労のケース）

 受給開始時期の選択肢の拡大受給開始時期の選択肢の拡大 2
（1） 繰上げ受給の減額率の見直し
 年金の支給開始年齢よりも前に繰上げ請求をした場合、令和4年4月1日以降に60歳に到達される方（昭和37年
4月2日以降生まれ）の減額率は、ひと月あたり0.4％となります。

 ※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、現行と同様、ひと月あたり0.5％となりますのでご注意ください。

（2） 繰下げ受給の上限年齢の見直し
 65歳からの本来支給の年金の請求を行わず、66歳以降に繰下げ請求を行う場合、現行の繰下げ年齢の上限で

ある「70歳まで」が見直され、「75歳まで」繰下げできるようになります。
 ※令和4年4月1日以降に70歳に到達される方が対象となります。

60歳　　　　    65歳　　　　      70歳　　　　      75歳
（受給権発生）

繰下げ上限は
70歳→75歳に

繰上げ 繰下げ

繰下げ1月当たり
0.7％(据え置き)増額

繰上げ1月当たり
0.5→0.4％減額

●昭和37年4月2日以降生まれの一般組合員の方のイメージ

●見直し後の在職定時改定のイメージ

在職中も年金が毎年増えていくので、
働くモチベーションにも
つながりますね

75歳まで
繰下げられるなら、
それまで働くことも
考えられますね

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307
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